
船舶事故等調査報告書 

平成２１年８月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９長第３９号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年３月１１日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 長崎県五島市福江島千々見埼北東沖１,６００ｍ付近 

同市岐宿町立小島所在立小島灯台から真方位１７０°１,９５０ｍ付近 

（概位 北緯３２°４６.７′ 東経１２８°４２.５′） 

事故等調査の経過  平成２１年３月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 徳
とく

宝
ほう

丸、１３.５トン 

   ＮＳ２－２４０５２（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 優
ゆう

恵
けい

丸 ４.９８トン 

   ＮＳ３－６４８３５（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型船舶操縦士 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首ブルワーク、船首右舷側外板防舷材に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾外板に擦過傷、右舷船尾オーニング支柱が曲損 

 事故等の経過 Ａ船は、船長が乗り組み、五島市岐宿町姫島北方の漁場に向かったとこ

ろ波が高かったことから、姫島の北方約６海里付近で引き返して、姫島と

音無瀬の間を通過して岐宿町水之浦に向けて、約１２５°の針路及び約６.

１ノット（kn）の速力で航行中、また、Ｂ船は、船長が乗り組み、姫島北

方３海里付近の漁場に向かうため、水之浦の岬を通過した後、約３０５°

の針路及び約５.０knの速力で姫島と音無瀬の間に向けて航行中、平成２１

年３月１１日０６時３０分ごろ、福江島千々見埼北東沖において、Ａ船の

右舷船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突した。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は、船長がＧＰＳプロッターの操作に没頭し

て適切な見張りを行わなかった可能性があると考

えられる。 

Ｂ船は、Ａ船の法定灯火を認め、通過できるもの

と判断し、針路を右に転じなかった可能性があると

考えられる。 

両船は、真向かいで行き会う態勢で航行していた

ものと考えられる。 

原因 本事故は、福江島千々見埼北東沖において、Ａ船が南東進中、Ｂ船が北

西進中、Ａ船は、船長がＧＰＳプロッターの操作に没頭して適切な見張り

を行わず、また、Ｂ船は、Ａ船の法定灯火を認めた際、Ａ船を通過できる



ものと判断したため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると

考えられる。 

 




